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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケットベースの移動無線網において特定の群に対応付け可能なＩＰパケットを分離す
るための方法において、移動無線網の第１の認可されたネットワーク要素において移動無
線網に到来するすべてのＩＰパケットが少なくとも１つの群への対応付け可能性に関して
検査され、少なくとも特定の群に対応付け可能なＩＰパケットに対して、群特有のマーキ
ングがこれらのＩＰパケットの少なくとも１つのヘッダーの領域において行われ、ＩＰパ
ケットのマーキングが第２の認可されたネットワーク要素により認識され、相応のＩＰパ
ケットが特別な取扱を受け、第２の認可されたネットワーク要素が料金把握ユニットであ
り、マークされたＩＰパケットが無料と認識されることを特徴とする特定の群に対応付け
可能なＩＰパケットの分離方法。
【請求項２】
　各ヘッダーのそれぞれ領域が使用され、その領域要素が各ＩＰパケットの伝送のために
予定されているデータにより完全には占められていないことを特徴とする請求項１記載の
方法。
【請求項３】
　ＩＰｖ６規定に従って構成されているＩＰパケットが使用されることを特徴とする請求
項１または２記載の方法。
【請求項４】
　各ヘッダーの領域として"フローラベル"領域が使用されることを特徴とする請求項１な
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いし３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
　各ヘッダーの領域として"インタフェースＩＤ"領域が使用されることを特徴とする請求
項１ないし３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
　各ヘッダーの領域として"拡張ヘッダー"領域が使用されることを特徴とする請求項１な
いし３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　第１の認可されたネットワーク要素がデータチャネルに送信者側のＩＰスタックと受信
者側のＩＰスタックとの間において配置されていることを特徴とする請求項１ないし６の
いずれか１つに記載の方法。
【請求項８】
　特定の群が、同一のＰＤＰコンテクストに対応付け可能であるすべてのＩＰパケットと
されることを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１つに記載の方法。
【請求項９】
　第１の認可されたネットワーク要素を最初に通過するＩＰパケットの際にのみ、他の同
一の群に対応付け可能なすべてのＩＰパケットが第２の認可されたネットワーク要素によ
り同一の群に対応付け可能として認識可能であるように、マーキングが行われることを特
徴とする請求項１ないし８のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１０】
　ＩＰパケットが移動無線網の通過すべき境界要素であって、その間に移動無線網の認可
されたネットワーク要素が位置している強化要素に、移動無線網に到来するすべてのマー
クされたＩＰパケットのマーキングを消去する安全機能が導入されることを特徴とする請
求項１ないし９のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１１】
　安全機能がビットマスクを使用することを特徴とする、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　受信側の端末装置において、到来するＩＰパケットのマーキングを評価するための機能
と評価に相応する指示とが行われることを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１つ
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特定の群に対応付け可能なＩＰパケットを分離するための方法およびＩＰパ
ケットに関するものである。無線および有線の通信網においてはしばしば、データパケッ
ト（たとえばＩＰパケット、ＩＰ＝インターネットプロトコル）の伝送に基づく通信方法
が使用される。その場合パケットベースの移動無線網ということがいわれる。このような
ＩＰパケットはヘッダー（ヘッド部分）と、ヘッダーに続くデータコンテナとから成って
いる。このようなヘッダーの構成はたとえばS.DeeringおよびR.Hindenによる印刷物"Netw
ork Working Group，Request for comments 2460，Internet Protocol，Version 6 (IPv6
) Specification"、1998年12月、特に第3章"IPv６ Header Format"に記載されている。ヘ
ッダーおよびデータコンテナはＩＰパケットを形成する。ヘッダーには、ＩＰパケット送
信器からＩＰパケット受信器へＩＰパケットを伝送するために必要なデータが記憶されて
いる。
【０００２】
　パケットベースの移動無線網においては、料金把握（レジストレーション）はなかんず
く伝送されるＩＰパケットの把握に基づいている。料金はその際に利用者からまた利用者
へ伝送されるＩＰパケットの全ボリュームから計算される。しかしＩＰパケットフローの
なかに、特にＩＰｖ６バージョンの応用の場合には、アプリケーションの純粋な利用デー
タとならんで、たとえば（無状態の）コンフィギュレーションまたはセグメント化（ＭＴ
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Ｕディスカバリー）のような内部の信号データも含まれている。伝送される信号ＩＰパケ
ットはトンネル内で移動無線網のネットワーク要素を通じて伝送される。その際にそれら
は利用ＩＰパケットと同一のトンネル内で伝送される。従って信号ＩＰパケットが利用Ｉ
Ｐパケットから容易には区別または分離され得ない。それにより相応の利用者が、前記の
ように量的な料金把握により、このＩＰパケットに対して、このＩＰパケットが本来の利
用データを運ばないにもかかわらず料金を請求される。信号ＩＰパケットはそれどころか
ネットワークオペレータの要求および必要性に寄与し、また加入者に対して重要性を有し
ていない。極端な場合にはアプリケーションソフトウェアも進行しない。いわゆる“常時
接続”セッションの際にはたとえば、ルータアドレス、すなわちＩＰパケット・スイッチ
ング、のようなＩＰｖ６信号パラメータを含んでいるＩＰパケットが伝送される。たとい
利用者がたとえばウェブ・アクセスのようなサービスを全く要求しないとしても、これら
のＩＰパケットが料金把握の際に把握され、利用者に料金請求される。
【０００３】
　さらに、複数のアプリケーションが１つのＩＰパケットフローをそのデータ伝送のため
に使用することができる。複数のアプリケーションによるＩＰパケットフローの同時の利
用は、まさに特定のアプリケーションにより無料のデータを伝送する際に、どのようにデ
ータを区別または分離すべきかという問題に通じる。
【０００４】
　さらに、オペレータが特定の場合に利用者に任意のサービスを、すなわち特定の個々の
応用ではなく任意のデータ伝送に対する完全なＰＤＰコンテクストを、無料で提供したい
可能性がある。ここでも、これらのＰＤＰコンテクストに対応付けられるＩＰパケットを
他のＩＰパケットから分離するという問題が生ずる。
【０００５】
　従って、本発明の課題は、特定の群に対応付け可能なＩＰパケットの分離を確実かつ経
済的な仕方で可能にする方法およびＩＰパケットを提供することである。
【０００６】
　この課題は、本発明によれば、請求項１による本発明による方法および請求項１５によ
る本発明によるＩＰパケットにより解決される。有利な実施形態は相応の従属請求項にあ
げられている。
【０００７】
　本発明によれば、パケットベースの移動無線網において特定の群に対応付け可能なＩＰ
パケットを分離するための方法において、移動無線網の第１の認可されたネットワーク要
素において移動無線網に到来するすべてのＩＰパケットが少なくとも１つの群への対応付
け可能性に関して検査され、また少なくとも特定の群に対応付け可能なＩＰパケットに対
して群特有のマーキングがこれらのＩＰパケットの少なくとも１つの、特に各々の、ヘッ
ダーの領域において行われる。その際、マーキングが伝送データの受け入れのために予め
定められている各ヘッダーの領域において行われることは特に有利である。
【０００８】
　本発明による方法は、各ヘッダーの領域が使用されその領域要素がＩＰパケットの伝送
のために予定されている伝送データにより不完全に占められているように構成されていて
よい。それにより有利な仕方で、“利用されない”領域要素が有意義に利用され得る。こ
のことは、伝送の際に伝送データの受入れのために必要とされない、または完全には必要
とされないが、事情によっては“零”で満たされて一緒に伝送される各ヘッダーの領域要
素に関することである。
【０００９】
　本発明による方法に対して、ＩＰｖ６規定に従って構成されているＩＰパケットが使用
されることは好ましい。
【００１０】
　各ヘッダーの領域として“フローラベル”領域が使用されることは有利である。この領
域はしばしば伝送データを記憶するために必要とされないので、この領域の領域要素は占
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有されておらず、マーキングのための場所を提供する。
【００１１】
　同じく、各ヘッダーの領域として、ＩＰパケットの各ヘッダーのアドレス領域の“イン
タフェースＩＤ”領域が有利に使用され得る。ヘッダーのアドレス領域の“インタフェー
スＩＤ”領域はしばしば、すべての領域要素（ビットまたはバイト）がインタフェースＩ
Ｄ情報の受入れのために必要とされているわけではないような大きさにディメンジョニン
グされている。それにより本発明によれば、利用されないビットまたはバイトがマーキン
グのために使用され得る。
【００１２】
　さらに、マーキングが受入れられる付加のＩＰｖ６ヘッダーが有利に定義され得る。こ
の付加のヘッダーは“拡張ヘッダー”と呼ばれる。現在複数の拡張ヘッダーがＩＰｖ６の
なかに定義されている。本発明の枠内で、たとえば“hop-by-hop option header"形式の
存在する拡張ヘッダーを使用し、また、そのヘッダーが本来の内容の先行の記述を与えら
れることによって、ヘッダーを内容的に形成することも可能である。これは情報技術の分
野ではＴＬＶ（type，length，value）と呼ばれる。
【００１３】
　本発明による方法は、移動無線網の第１の認可されたネットワーク要素における各ヘッ
ダーの領域へのマーキングが書き込まれる、ないし行われるように構成することができ、
その際第１の認可されたネットワーク要素がデータチャネルに送信者側のＩＰスタックと
受信者側のＩＰスタックとの間において配置されている。それにより、たとえばデータチ
ャネルのオペレータの交換ユニットまたはアプリケーション計算機のようなデータチャネ
ルにアクセスする装置に対して、このデータチャネルを経て運ばれるＩＰパケットにマー
キングを与えることが可能になる。
【００１４】
　本発明による方法の好ましい実施形態では、ＩＰパケットのマーキングは少なくとも第
２の認可されたネットワーク要素により認識され、また相応のＩＰパケットが特定の取扱
を受ける。
【００１５】
　好ましくは、第２の認可されたネットワーク要素は料金把握ユニットであり、またマー
クされたＩＰパケットが無料と認識される。第１の認可されたネットワーク要素において
のみコスト的に重要なパケットをコスト的に重要でないパケットから隔離ないし分離し、
またマークする費用は、いわゆる料金チケットを発生する立場にあるすべてのネットワー
ク要素において区別または認識を実行するよりもはるかにわずかである。たとえば料金請
求されるべきでない信号パケットの場合には、直接的なＩＰパケットに基づく料金請求は
、いったん信号パケットとして認識され、またこうしてマークされたＩＰパケットの分離
により過程を顕著に簡単化する。なぜならば、たとえばｎのネットワーク要素の際にｎ－
１回の分類および分離が節減されるからである。いわゆる料金データセット（charging t
icket）を発生する残りのネットワーク要素は、本発明によれば、単にマーキングの存在
に注意し、また次いで場合によってはこのパケットに対する料金データ（charging ticke
t）を把握しないだけでよい。提供者がアプリケーションを無料で提供したいならば、本
発明によれば、このアプリケーションに対応付けられているＩＰパケットは相応のアプリ
ケーション計算機により第１の認可されたネットワーク要素においてマークされる。この
マーキングは次いで料金把握ユニットにより評価され、またマークされたＩＰパケットが
無料として認識される。ここでも、ネットワーク要素においてのみコスト的に重要なＩＰ
パケットをコスト的に重要でないＩＰパケットから隔離ないし分離し、またマークする費
用は、料金データセットを発生するすべてのネットワーク要素において区別または認識を
実行するよりもはるかにわずかである。この目的でこれらのネットワーク要素は無料のア
プリケーションを有するデータバンクまたはアプリケーションの目標アドレスおよびソー
スアドレスを有するデータバンクを備えていなければならないであろう。
【００１６】
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　さらに、オペレータが特定の場合にそのカスタマーにサービスを無料で提供したい可能
性もある。それはたとえば存在するＰＤＰコンテクストのなかの特定のＴＣＰ・ＵＤＰ・
Ｐｏｒｔｓ上の特定の個々のアプリケーションではなく、任意のＩＰデータ伝送に対する
完全な無料のＰＤＰコンテクストである。本発明によれば、このＰＤＰコンテクストに対
応付けられたすべてのＩＰパケットがアプリケーションサーバーによりマークされ得る。
こうしてこのＰＤＰコンテクストに対応付けられたすべてのＩＰパケットが料金把握ユニ
ットにより認識され、また料金を請求されない。
【００１７】
　本発明による方法の別の好ましい実施形態では、ＩＰパケットが通過すべき移動無線網
の境界要素であって、その間に移動無線網の認可されたネットワーク要素が位置している
境界要素に、移動無線網に到来するすべてのマークされたＩＰパケットのマーキングを消
去する安全機能が導入される。
【００１８】
　このことは、端末装置のような移動無線網の境界におけるあらゆる安全リスクが回避さ
れ得るという利点を有する。ＩＰパケットの伝送の際に、端末装置のような通過すべき移
動無線網のネットワーク境界に誤使用に対する出発点が存在し得る。アタッカーはこの目
的ですべてのＩＰパケットが、ＩＰパケットを無料としてマークするマーキングを付ける
ことができよう。料金把握ユニットはそれらのＩＰパケットを料金把握の際に考慮に入れ
ず、またアタッカーは無料でデータを伝送することができよう。本発明によれば、この危
険は、伝送すべきＩＰパケットが通過する移動無線網の境界要素に、または料金把握ユニ
ットの前の他の点に、移動無線網に到来するすべてのマークされたＩＰパケットのマーキ
ングを消去する安全機能が導入されることによって、予め検知される。境界要素はたとえ
ばＲＮＣ（Radio Network Controller）または移動パケット・ネットワークへの移行計算
機（Gateway）である。この安全機能を用いてマーキングの認可されない利用が阻止され
る。安全機能が導入される移動無線網の境界要素はその際に、これらの境界要素の向こう
側のすべてのネットワーク要素がマーキングに対するアプリケーションを有していないよ
うに、すなわちここで料金把握もマーキングの認可された利用も行われないように選ばれ
る。その結果、安全機能を有する境界要素の向こう側のネットワーク要素を通過するＩＰ
パケットのマーキングは料金把握への作用を有していない。移動無線網の料金把握ユニッ
トと、マーキングの導入を認可されたネットワーク要素とは安全機能を有する境界要素の
間に位置している。安全機能の導入により、料金把握ユニットを通過するＩＰパケットの
マーキングが認可されており、また不当に発生されない。
【００１９】
　本発明による方法の好ましい実施形態では、安全機能がビットマスクを使用する。たと
えばセットされているビットを有するバイトへの零のビットマスクの追加のようなビット
マスクの利用は、分離の役割をするマーキングを消去し得る非常に簡単な方法である。安
全機能は、高い電力要求をせず、また移動無線網に負荷をかけない簡単な機能である。デ
ータバンクオペレーションや費用のかかる評価方法は必要でない。安全機能が問題なく移
動無線網の既存のネットワーク要素に組み込まれ得るし、またネットワーク要素の能力の
非常にわずかな負荷にしか通じない。
【００２０】
　本発明による方法の別の好ましい実施形態では、受信側の端末において、到来するＩＰ
パケットのマーキングを評価するための機能と評価に相応する指示とが行われる。
【００２１】
　たとえばＩＰパケットのなかに無料の伝送を信号するためにマーキングを利用する際に
、利用者にたとえば無料で伝送されるＩＰパケットの数を指示することは望ましい。この
ような指示の目的は、ＩＰパケットの伝送に対して、特定のサービスの利用に相応して料
金が生じないことを利用者に分りやすくすることである。さらに、利用者に無料で受信さ
れるＩＰパケットの全ボリュームが指示されるべきである。好ましくは、受信側の端末に
評価のために設けられている機能はビットマスクを到来するＩＰパケット上に置き、それ
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によって、ＩＰパケットがマークされているかどうか、すなわちたとえば無料で伝送され
ているかどうか、が評価可能である。カウンタ上の累算により、無料で伝送されるＩＰパ
ケットの全ボリュームが累算され得る。適当な指示機能がこのカウンタにアクセスし得る
。
【００２２】
　さらに本発明は、ヘッダーおよびデータコンテナを有するＩＰパケットに関し、その際
ＩＰパケットがＩＰパケットの特定の群に対応付け可能であり、また群特有のマーキング
がヘッダーの領域に書込まれている。
【００２３】
　本発明によるＩＰパケットの好ましい実施形態では、ヘッダーの領域が、その領域要素
がＩＰパケットの伝送のために予定されている伝送データにより不完全に占められている
領域である。
【００２４】
　さらに、本発明によるＩＰパケットは好ましくはＩＰｖ６規定に従って構成されている
。
【００２５】
　ＩＰパケットが無料であることをマーキングが指示するようなＩＰパケットであるのが
好ましい。
【００２６】
　本発明の他の実施形態は図面を参照して詳細に説明される。
【００２７】
　図１にはＩＰインフラストラクチュアの部分が概要を示されている。図示されているの
は、移動端末ＭＴに接続されているいわゆる“ユーザー装置”ＵＥである。この移動端末
ＭＴを介してユーザー装置が移動無線網ＭＦへアクセスする。移動無線網ＭＦのうちこの
図の範囲内で重要なネットワーク要素のみが示されている。この実施例には、ＧＰＲＳ規
定に従って動作する第３世代の移動無線網が示されている（ＧＰＲＳ＝General Packet R
adio System）。図示されているのは、ＲＮＣ（Radio Network Controller）またはアク
セスノードを形成するＢＳＣ（Base Station Controller）である。ＲＮＣから伝送すべ
きＩＰパケットがＳＧＳＮ（Servicing GPRS Support Node）へ導かれる。ＳＧＳＮは１
つの移動端末の移動性をコントロールする制御ネットワークノードである。ＳＧＳＮから
出発してＩＰパケットは次いでＧＧＳＮ（Gateway GPRS Support Node）へ導かれる。Ｇ
ＧＳＮは、いまの場合にデータパケット制御システムＩＭＳ（ＩＭＳ＝IP Multimedia Su
bsystem）への、またはたとえばインターネットのようなパケットデータネットワークへ
の接続を保証するＧＰＲＳネットワークの中央の移行点である。いまたとえばＩＰｖ６の
規定に従って構成されており、ヘッダーおよびデータコンテナを有するＩＰパケットがイ
ンターネットまたはＩＭＳからユーザー装置ＵＥへ送られ、その際たとえば純粋な信号パ
ケットが無料で伝送されるべきであれば、ＩＰパケットは最初に、それらが純粋な信号デ
ータを運ぶかどうかについて検査されなければならない。ＧＧＳＮはいま、インターネッ
トまたはＩＭＳからＧＧＳＮに到来するすべてのＩＰパケットを検査する。ＩＰパケット
が信号データのみを含んでいるならば、ＧＧＳＮは移動無線網の最初の認可されたネット
ワーク要素としてヘッダーの領域にマーキングを行う。このマーキングはいまやすべての
、後続の、なおＩＰパケットが通過すべきネットワーク要素に、このＩＰパケットが無料
で伝送されることを信号する。ＳＧＳＮもＲＮＣも料金把握ユニットとしての役割をする
ことができ、またそれによっていわゆる料金データセットを発行することができる。さら
に，それらは、マーキングを評価しＩＰパケットを無料と認識する立場にある。マーキン
グはその際、ＩＰパケットのヘッダーの領域であって、その領域要素が各ＩＰパケットの
伝送のために設けられている伝送データにより不完全に占められている領域のなかで行わ
れることは有利である。その際にＩＰパケットはＩＰｖ６規定に従って構成されている。
マーキングはいまやたとえば"Flow Label"領域で挿入され得る。さらに、マーキングを"I
nterface ID"領域で行うことも考えられる。後者はしばしば、すべての領域要素がインタ
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フェースＩＤ情報の受入れのために必要とされないような大きさにディメンジョニングさ
れている。それにより、本発明によれば、利用されないビットまたはバイトがマーキング
の挿入のために使用され得る。さらに、付加のＩＰｖ６ヘッダー、いわゆる"拡張ヘッダ
ー"を定義し、またそのなかにマーキングをすることも考えられる。いま信号パケットを
マークしたいならば、これらはまずこのようなものとして認識されなければならない。こ
の目的でたとえばＩＰパケットのヘッダーの、知られている信号パケット形式のマスクを
有するいわゆるパターン・マーキングが行われ得る。信号パケットとしてのＩＰパケット
の認識は、各パケットがまさにこのネットワーク要素のなかで発生され、そのなかで継続
ステップでその後に等しいマーキングが行われるならば不要である。
【００２８】
　本発明による方法の別の応用可能性はパケットベースの非常呼出しの一種であってもよ
い。利用者がＩＰｖ６ベースの非常呼出しを有する可能なＩＭＳ緊急アプリケーションサ
ーバーにＰＤＰコンテクストを介して呼びかけると、このアプリケーションサーバーは特
定のＰＤＰコンテクストに対応付けるべき相応のＩＰパケットを、それらが料金把握ユニ
ットによりマーキングの評価の際に無料として認識されるようにマークする。それにより
、非常呼び出しがあり得る誤ったクレジットのゆえに打ち切られることが防止される。
【００２９】
　本発明による方法の別の応用可能性は、たとえば移動無線電話の作動システムプログラ
ム（ファームウェア）を更新するための無料のサービスであってもよい。利用者が作動シ
ステムを更新するためにＩＰｖ６ベースの更新要求を有する可能なアプリケーションサー
バーにＰＤＰコンテクストを介して呼びかけると、このアプリケーションサーバーは本発
明により当該のＰＤＰコンテクストに対応付けるべき相応のＩＰパケットの各ヘッダーに
、これらのＩＰパケットが料金把握ユニットによりマーキングの評価の際に無料として認
識されるようにマーキングをする。それにより、移動無線網のオペレータがオペレータに
より運営される端末装置の更新および保守をするためのその義務を、利用者から料金が徴
収されることなしに、履行することが可能となる。
                                                                                
【００３０】
　図２はＩＰインフラストラクチュアの部分を示す。示されているのは２つの移動端末Ｍ
Ｔ１、ＭＴ２である。これらの移動端末ＭＴ１およびＭＴ２は移動無線網およびインター
ネット（ＩＮＥＴ）を介して互いに接続されている。移動無線網に関してはいくつかの重
要なネットワーク要素のみが図示されている。ＲＮＣを介して移動端末ＭＴ１が移動無線
網へアクセスし得る。さらにＳＧＳＮが制御ネットワークノードとして示されている。ま
た、ここに示されているＭＮＯ（Mobile Network Operator）イントラネットへのアクセ
スを保証するＧＧＳＮが示されている。イントラネットのゲートウェイを介してインター
ネットＩＮＥＴへのアクセスが可能にされる。インターネットを介して最後に第２の移動
端末への接続が可能である。ＩＰパケットを伝送するため、いまの例では、ＩＰバージョ
ン６、すなわちＩＰｖ６が使用される。本発明による方法の応用においてはその際すべて
の信号パケットが、これらが料金把握ユニットにより評価され、相応のＩＰパケットが無
料として認識され、また相応に取り扱われるように、マーキングを付されるべきである。
移動端末のようなネットワーク境界にはいま誤使用に対する潜在的な手掛かりが存在し得
る。この目的でアタッカーがすべてのＩＰパケットに、料金把握ユニットにより評価され
、また相応のＩＰパケットが無料として認識される特定のマーキングを設けることができ
よう。結果として料金把握ユニットが認可されたネットワーク要素としてこれらのＩＰパ
ケットを料金把握の際に考慮に入れないであろうし、またアタッカーが無料でデータを伝
送することができよう。間に移動無線網の認可されたネットワーク要素が位置している２
つの重要な境界要素にいま、移動無線網に到来するすべてのマークされたＩＰパケットを
消去する安全機能が導入される。いまの場合には重要な境界要素としてＲＮＣおよびＭＮ
Ｏイントラネットのゲートウェイが使用される。移動無線網のこの境界要素のなかに安全
機能ＳＦが導入される。この機能ＳＦは、マーキングの認可されていない利用を阻止する
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課題を有する。両方の境界要素ＲＮＣおよびゲートウェイは、これらの境界要素の向こう
側のすべてのネットワーク要素がマーキングの利用のための認可を有していないように選
ばれている。境界要素のこちら側のすべてのネットワーク要素はマーキングを利用でき、
また境界要素における安全機能の導入によっても阻害されない。安全機能は、安全機能ま
たは相応の境界要素を通過するすべてのＩＰパケットのなかのマーキングを消去するため
の簡単な方法であることが有利である。消去のためにはたとえば簡単なビットマスクが使
用され得る。安全機能を通過するすべてのＩＰパケットがマークされるので、費用のかか
る評価方法は必要とされない。この形態の安全機能は各ゲートウェイに組み込まれ得る。
さらにそれは高い電力要求を有せず、また移動無線網に負荷をかけない。データバンクは
必要とされない。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明による方法の１実施例の進行を説明するためのＩＰインフラストラクチュ
アの概要図である。
【図２】本発明による方法の他の実施例の別の進行を説明するためのＩＰインフラストラ
クチュアの概要図である。
【符号の説明】
【００３２】
　ＵＥ　ユーザー装置
　ＭＴ、ＭＴ１、ＭＴ２　移動端末
　ＲＮＣ　Radio Network Controller
　ＢＳＣ　Base Station Controller
　ＳＧＳＮ　Servicing GPRS Support Node
　ＧＧＳＮ　Gateway GPRS Support Node
　ＩＭＳ　Internet Protocol Multimedia Subsystem
　ＩＮＥＴ　インターネット
　ＭＮＯ　Mobile Network Operator
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